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(57)【要約】
低コストのスポーツキャップ（２）は、飲用オリフィス
を確定するノズル（６）を有する。ノズルは、下部から
外側シェル（４）の内部に組み立てられ、該外側シェル
（４）は、１つの部品として成形され、オーバーキャッ
プ（１６）と基部（１４）とを含む。ホイル環（８）は
、外側シェル（４）に対するノズルの結合部分（５０）
を密閉するために使用され、好適には、クロージャが容
器の首（１０）に組み立てられるメカニズムを提供する
ためにも使用される。出荷時初期密閉は、飲用オリフィ
スと係合するオーバーキャップの内側のバルブ（４２）
によって作り出される。オーバーキャップ（１６）がヒ
ンジ手段（３２）によって基部に取り付けられると、飲
用オリフィスは、ユーザによって解放され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器（１２）のためのクロージャ（２）であって、
　容器の首（１０）に嵌められるように適合された基部と、取り外し可能なタンパー要素
（１８）によって基部（１４）に接続されるオーバーキャップ（１６）とを画定する外側
シェル（４）と、
　該外側シェル（４）の内部に組み立てられる、飲用オリフィス（５２）を画定する別個
のノズル（６）と、
　誘導加熱シール用ホイル（８）と
　を備えており、該ホイル（８）は、該基部（１４）と該ノズル（６）とに溶着される環
であり、該オーバーキャップは、該飲用オリフィス（５２）と係合し、かつ、密閉するた
めに、内面から垂下しているバルブシール（４２）を有するということを特徴とする、ク
ロージャ（２）。
【請求項２】
　前記ホイル（８）は、前記基部が前記容器の首に溶着され得る手段を提供する、請求項
１に記載のクロージャ。
【請求項３】
　前記基部は、ねじを切られたスカートを備えており、該ねじを切られたスカートによっ
て、該基部が、標準規格のねじを切られたボトルの首の仕上げに接続され得る、請求項１
に記載のクロージャ。
【請求項４】
前記ノズル（６）は、前記容器の首の中に着座するように適合されたバルブの壁（８０）
を担持する、請求項１に記載のクロージャ。
【請求項５】
　前記オーバーキャップ（１６）と前記基部（１４）とを接続するヒンジ手段（３２）を
さらに備えている、請求項１～請求項４のうちのいずれか１項に記載のクロージャ。
【請求項６】
　前記ヒンジ手段は、タンパーバンド（１８）の維持される部分によって画定される、請
求項４に記載のクロージャ。
【請求項７】
　前記基部（１４）と前記オーバーキャップ（１６）とは、一体となって作られる、請求
項１～請求項６のうちのいずれか１項に記載のクロージャ。
【請求項８】
　前記ノズルは、前記外側シェルの前記基部の内部のリセス（２８）に着座するように適
合された基部フランジ（５４）を有しており、前記加熱されたシール用ホイル（８）は、
該基部フランジと該基部との間のギャップを覆う、請求項１～請求項７のうちのいずれか
１項に記載のクロージャ。
【請求項９】
　前記ノズルは、基部フランジ（５０）を有し、該基部フランジ（５０）は、前記ホイル
（８）の内側縁（６０）を覆う、請求項１～請求項６のうちのいずれか１項に記載のクロ
ージャ。
【請求項１０】
　ポリエチレン（ＰＥ）か、ＯＰＰを含むポリプロピレン（ＰＰ）か、またはＰＬＡ（ポ
リ乳酸）のような農作物から生産される堆肥化可能なプラスチックから選択されるプラス
チック材料から作られる、請求項１～請求項９のうちのいずれか１項に記載のクロージャ
。
【請求項１１】
　前記ノズルは、ＰＥＴで作られている、請求項１～請求項１０のうちのいずれか１項に
記載のクロージャ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消費者が、「活動中」に、キャップが嵌められている容器から飲むことを可
能にするように設計されたスポーツキャップまたはストローキャップとして知られるタイ
プの飲用備品または飲用ボトルのクロージャに関する。
【０００２】
　かかるクロージャは、容器の首に嵌まる基部を有する。基部によって、外側シェルは、
飲用オリフィスを画定するノズルまたはマウスピースを保持する。マウスピースは、消費
者の口の中に受け取られるように形作られ、飲むことは、マウスピースを吸うことと、ボ
トルを搾ることとの組み合わせによって行われる。
【背景技術】
【０００３】
　かかるクロージャの設計において重要な多数の考慮点が存在する。これらは、容器の出
荷時密閉および再密閉；クロージャおよび容器のコストおよび重さ；クロージャを作るた
めに必要とされる成形のコスト、複雑さ、および効率；使用しないときのマウスピースの
覆い；いたずら防止；ならびに小さな取り外し可能な部品によって作り出される、ゴミが
散らかる問題および窒息の危険性を含む。
【０００４】
　かかるクロージャの既存の設計は、成形する際の部品の数によって分類され得る。
【０００５】
　最も一般的な３部品設計は、容器の首にねじ込まれ、内部バルブによって容器に密閉を
行う基部を有する。マウスピースは、往復運動する（一般的には白い）ノズルであり、該
ノズルは、飲用オリフィスを開くために上方に引っ張られ得る。再密閉は、ノズルを下方
に戻すように押すことによって提供される。従って、ノズルは、マウスピースとプルアッ
プの飲用バルブとの両方として働く。このプッシュプル設計は、一般的には、引き剥がし
オーバーキャップまたはダストカバーを提供され、該引き剥がしオーバーキャップまたは
ダストカバーは、壊れやすい領域によって基部に接続され、ノズルの上にドーム状のカバ
ーを提供する。取り外されると、この軽量のカバーは捨てられる。このクロージャは消費
者によって再密閉され得るが、カバーが捨てられることは、マウスピースを露出されたま
まにする。消費者は、歯を用いて飲用バルブを引っ張ることによって飲用バルブを開きが
ちであるので、かかるクロージャに関しては、かなりの問題も存在する。歯を用いて飲用
バルブを引っ張ることはまた、消費者にマウスピースを噛ませるので、結果として損傷を
もたらす。基部はキャップから外され得るので、多くの場合に、容器は再利用され得る。
損傷したクロージャの再利用は、ノズルが脱着されるリスクと、ノズルが窒息の危険性を
作り出すリスクとをもたらし得る。
【０００６】
　これらのクロージャは、標準規格のボトルの首に嵌められ得る。いたずら防止バンドが
従来的な方法で基部の下部を囲む。容器はマウスピースを通しては再充填され得ないので
、マウスピースは、容器が再充填されることを可能にするために取り外されなければなら
ない。従って、ボトルの首に基部をロックするいたずら防止システムは、消費者が容器を
再利用することを妨げる。
【０００７】
　特許文献１（ＡＬＴＯ　ＰＬＡＳＴＩＣＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ、２００３年６月２３日）
は、この一般的なタイプのスポーツキャップまたはストローキャップを記述しており、該
一般的なタイプのスポーツキャップまたはストローキャップは、ボトルの首の内側を密閉
するために、基部の内側に垂下するバルブの密閉材を提供する代わりに出荷時の密閉材を
提供するために、ボトルの首の全体に提供される誘導加熱密閉されるホイルを有する。こ
れは、基部の成形の複雑さを減少させるが、構成が密閉材を貫通することを必要とする。
このストローキャップにおいては、マウスピースが押し下げられることにより、密閉材を
貫通して飲用バルブを開く。
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【０００８】
　この最初のタイプのクロージャは、比較的に重く、そして３回の別々の成形と２段階の
組み立て工程とが必要とされるような複雑な設計と複雑な構成とにより、製造するのに費
用がかかる。この設計もまた、オーバーキャップを捨てること／失うことをもたらす。
【０００９】
　第２のタイプのクロージャの設計は、２つの部品から成り、マウスピースに飲用バルブ
を有しておらず、しかし、密閉性および再密閉性を提供するために、ノズル内の開口部の
中で係合する垂下バルブを上面に形成された、ヒンジを付けられたカバーを提供する。カ
バーが閉じられると、マウスピースの上部をバルブが通過することを可能にするために、
大きな柔軟なヒンジが提供される。カバーは別個のコンポーネントとして成形され、１回
の組立工程が必要とされる。設計はまた、部品がばらばらになり得ないように接合される
のを可能にするメカニズムを含まなければならない。これらの特徴は、成形をより費用の
かかるものにし、かつ、あまり効率的ではないものにし、そして成形される部分品のコス
トを増加させる。かかる設計は、２００５年３月から市販されているＨＩＧＨＬＡＮＤ　
ＳＰＲＩＮＧ（登録商標）の７５０ｍｌのＰＥＴスポーツキャップボトルにおける使用に
適合されている。
【００１０】
　オーバーキャップは、小さな部分を有する壊れやすい領域によって、基部に固定され、
該壊れやすい部分は、引き裂くプロセスを開始するために、引き剥がされ得る。小さな部
分は、散らかることを防止するために基部に付着したまま残るべきであるということが望
ましい。
【００１１】
　先に述べたように、基部は、内部バルブを有し、ボトルの首にねじ込まれ、それにより
容器またはクロージャのあらゆる軽量化を妨げる。
【００１２】
　カバーが、閉じた位置で成形される、このタイプの２つの部分品のクロージャの例が、
特許文献２（ＮＵＳＢＡＵＭ　ＰＨＩＬＩＰＰＥ（ＦＲ）；ＣＥＬＥＲＩＥＲ　ＹＡＮＮ
ＩＣＫ（ＦＲ）；ＬＥＣＡＭ　ＪＥＲＥＭＹ（ＦＲ）、２００５年６月２日）または特許
文献３（ＢＥＲＩＣＡＰ、２００４年１月２２日）に示されている。
【００１３】
　成形プロセスを簡素化し、一回の成形の使用を可能にするために、ヒンジ付きのオーバ
ーキャップを有する第３のタイプの設計が、開いた位置において成形される。特許文献４
（ＢＥＲＩＣＡＰ、２００３年１１月２６日）を参照されたい。このタイプの設計の例は
、２００５年に、ＥＶＩＡＮ（登録商標）ＡＣＴＩＯＮの７５０ｍｌのＰＥＴ容器におい
て使用された。成形は、比較的に複雑であり、従って製造するのに費用がかかる。クロー
ジャは、開いた位置において成形されるので、機械ロボットのアームが、クロージャを閉
じるために必要とされる。このことが、成形動作のサイクル時間に加算され、成形動作を
比較的に非効率的なものにする。さらに、クロージャは、ボトルの首にねじ込まれ、バル
ブによって密閉される。このタイプの設計を用いては、オーバーキャップのクロージャに
おける信頼可能ないたずら防止は困難である。消費者による引き剥がしストリップの事前
の除去がなければ、引き剥がしストリップがキャップの開きを防止するように、引き剥が
しストリップは、ＥＶＩＡＮ（登録商標）ＡＣＴＩＯＮのクロージャの基部に提供され、
オーバーキャップの縁における突起と相互係止する。しかしながら、ストリップは、先の
いたずら防止設計のように、オーバーキャップに物理的に接続されない。最初にストリッ
プを取り外すことなく、クロージャが開かれた場合には、部品を再係合することは困難で
あるが、これは注意を払って行えば可能である。引き剥がしストリップはまた、ゴミが散
らかる問題を作り出す。
【特許文献１】国際公開第０３／０５１７３４号パンフレット
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／１１６３８２号明細書
【特許文献３】国際公開第２００４／００７３１３号パンフレット
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【特許文献４】欧州特許出願公開第１３６４８８６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　（技術的な課題）
　既存の設計の全てが、容器の首における重さの減少を可能にする未解決の技術的な問題
を残している。さらに、容器の重さの大部分が、かさばった基部に存在する。
【００１５】
　オーバーキャップにおける信頼可能ないたずら防止の安全性を再密閉能力と組み合わせ
て消費者に提供しながら、それでもやはり、製造するのに経済的であり、かつ、高速で動
作し得る型を使用する設計を提供することがまた望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　（技術的な解決策）
　従って、本発明は、容器のためのクロージャであって、容器の首に嵌められるように適
合された基部と、オーバーキャップとを画定する外側シェルであって、該オーバーキャプ
は、取り外し可能なタンパー要素によって基部に接続される、外側シェルと、外側シェル
の中に組み立てられる飲用オリフィスを画定する別個のノズルと、誘導加熱シール用ホイ
ルとを備えており、ホイルは、基部とノズルとに溶着された環であり、オーバーキャップ
は、飲用オリフィスと係合して密閉するために、内面から垂下しているバルブの密閉材を
有するということを特徴とする、クロージャを提供する。
【００１７】
　この主張の序文の特徴は、上記のＡｌｔｏ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄの特許
文献１と組み合わせて記述される。本発明の利点は、基部とオーバーキャップとを一体に
保ちながら、ノズルを別個に成形することによって、最も良く実現される。
【００１８】
　好適には、ホイルは、ベースが容器の首に溶着され得る手段を提供するが、所望の場合
には、基部がＰＣＯ首の仕上げを有する従来の容器で使用され得るように、基部は標準規
格のねじを切られたスカートを有し得る。
【００１９】
　好適には、ノズルは、容器の首の中に着座するように適合されたバルブ壁を担持する。
スポーツキャップが、加圧された内容物を有する容器に嵌められるときに、これは、特に
有利である。
【００２０】
　（有利な効果）
　Ａｌｔｏは、低コストのスポーツキャップを製造することに失敗した。ホイルを密閉す
るステップによって容易に組み立てられ、かつ、保持される２つの単純な部分品を使用す
ることによって、本発明は、上記の段落０００３で考察された全ての設計の考慮点に対す
る解決策を同時に提供する。基部とオーバーキャップとを一体にすることによって、信頼
可能な漏れのない密閉が、正確な成形を必要とすることなく確実にされる。
【００２１】
　ねじを切られた基部と内部バルブの密閉材との排除は、本発明のクロージャの基部が、
より容易に成形され、比較的に軽量になり得るということを意味する。さらなる軽量化は
、容器のねじを切られた首を排除することによって提供され得る。
【００２２】
　オーバーキャップの周りのタンパーバンドは、好適には、ゴミが散らかるのを防止する
ために、部分的にのみ取り外し可能である。飲用オリフィスが再密閉され得るように、オ
ーバーキャップは、好適には、ヒンジ手段によって維持されるので、ゴミが散らかる問題
は最小化される。
【００２３】
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　本発明のスポーツキャップは、ポリエチレン（ＰＥ）か、ＯＰＰを含むポリプロピレン
（ＰＰ）か、またはＰＬＡ（ポリ乳酸）のような、農作物から生産される堆肥化可能なプ
ラスチックから成形され得る。ＰＥＴからノズルを作ることも可能である。これは、ノズ
ルが基部の一部分として現在成形されている従来技術の設計を用いては、現在可能ではな
い。ＰＥＴは、型から基部を回転させることなく、型から基部を取り外すにはあまりにも
脆く、このことは、資本とサイクル時間とを多大に費やす。これらの材料の提案は、列挙
されていない他のプラスチック、すなわち、ナイロンなどの別のプラスチックの使用を除
外することを意図されておらず、またはノズルに対して、ＰＶＣまたは他のプラスッチッ
クの使用を除外することを意図されていない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明が充分に理解され得るために、ここで、本発明の一部の実施形態が、添付の概略
的な図面を参照して、単なる例示として記述される。
【００２５】
　クロージャ２は、外側シェル４と、マウスピースノズル６と、ホイル環８とから組み立
てられる。クロージャ２は、容器１２の開いた首１０に組み立てられる。
【００２６】
　外側シェル４は、単一の要素として成形される。外側シェル４は、基部１４から構成さ
れており、該基部１４は、直立する円筒の壁１５を支持している。オーバーカップ１６は
、壁１５の上部とオーバーカップ１６の下側端との間の壊れやすくされた環状接合部１９
の中に配置された取り外し可能なタンパー要素１８によって壁１５に接続されている。基
部１４は、スカート２０を有しており、該スカート２０は、一連の間隔を空けられた突起
２２を提供され、該突起２２は、容器の首１０のへりにおいて、スカート２０が、外側に
突出するビード２４の上にパチンと嵌まることを可能にする。
【００２７】
　スカート２０は、環状基部プレート２６から垂下しており、該環状基部プレート２６は
、ネック１０の開口部の外側部分を覆い、円筒の壁１５によって囲まれた中央の円形開口
部３０を有する。ヒンジ構造３２は、円筒の壁１５をオーバーキャップ１６に永久的に接
続する。ヒンジ３２は、壊れやすくされた接合部１９の下から延び、かつ、オーバーキャ
ップ１６の側壁と合流するストリップである。ヒンジの長さは、ノズル６を妨害すること
なく、オーバーキャップの容易な開閉を可能にするように設計される。
【００２８】
　タンパー要素１８は、自由なタブ３８を有する取り外し可能な楕円の部分である。取り
外し可能な要素１８は、下側縁３６において、円筒の壁１５に接合されており、上側縁３
４において、オーバーキャップ１６に接合されている。これらの接合部は、壊れやすい領
域によって提供される。ユーザがタブを前方に引っ張って、壊れやすい領域に沿った引き
裂きを開始することを可能にするように、タブ３８は、タンパー要素から盛り上がるよう
にわずかに突出している。タブ３８とタンパー要素１８の解放可能な部分とは、縁３４ま
たは縁３６における壊れやすい領域の大きさを制限することによって、基部によって保持
され得る。基部１４と壁１５とオーバーキャップ１６とを備えているシェル４は、タンパ
ー要素１８と共に１つのピースとなるように成形されるので、漏れの可能性がないように
、全ての部分品がプラスチックの膜によって既に接続されているので、成形の際立った精
度は、あまり重要ではない。部分品が、漏れのないように嵌められなければならない場合
には、部分品は、かなり際立った精度で成形されることを必要とする。
【００２９】
　垂下する円筒バルブの密閉材４２は、オーバーキャップ１６の内面４４から突出してい
る。
【００３０】
　外側シェルは、ポリエチレン（ＰＥ）か、ＯＰＰ（指向性ポリプロピレン－ＰＥＴのよ
うに透き通っているが、非常に安価なワーキングコピーのＰＰの変異体）を含むポリプロ
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ピレン（ＰＰ）か、またはＰＬＡ（ポリ乳酸）のような、農作物から生産される堆肥化可
能なプラスチックのようなプラスチックから射出成形され得る。気体バリアを提供するス
ポーツキャップが必要とされる場合には、外側シェルはバリア材料で作られ得る。
【００３１】
　ノズル６は、外側シェル４と係合する結合部分５０およびマウスピース部分を有する別
個の成形物であり、該マウスピース部分は、飲用オリフィス５２を画定する。ノズルは中
空である。マウスピースの外側の形状は、従来技術のマウスピースのように、口と係合す
るのを快適にする形状にされ得る。飲用オリフィス５２は、バルブの密閉材４２と対応す
るような形状にされ、出荷時初期密閉と両密閉性との両方をクロージャに提供する。
【００３２】
　結合部分５０は、突出する環状フランジ５４であり、該環状フランジ５４は、ノズル６
の外側壁の下側縁から延びている。フランジ５４は、基部プレート２６に着座し、ノズル
の壁は、円筒壁１５の中にぴったりと嵌まっている。容器の首の中に着座するように適合
されたバルブの壁（図示せず）は、フランジ５４の外側縁から垂下し得る。この変形例が
図７に例示されている。
【００３３】
　成形物は、単純な形状であり、脆さにも関わらず、型から容易に取り除かれ得るので、
ノズル６は、好適には、外側シェルに対して提案されたプラスチックまたはＰＥＴのうち
の任意のもので作られる。ノズルは、ノズルの中に埋め込まれたエチレンビニルアルコー
ル（ＥＶＯＨ）の層を有し得る。ＥＶＯＨは、良好な気体バリアを提供する。しかしなが
ら、ノズル６は、スポーツキャップのバリアを作り出すために、バリア材料から作られる
必要はない。バリア材料で作られた外側シェル４、すなわち、バリア材料で作られた基部
１４と壁１５とカバー１６とを有することだけが不可欠である。
【００３４】
　ホイルの環８が、クロージャ２を完成させる。ホイルの環は、各表面においてプラスチ
ックのコーティングで被覆されたアルミニウムのホイルの薄いシートから打ち抜かれてお
り、該プラスチックのコーティングは、プラスチックのコーティングが誘導加熱シールに
よって溶着されるコンポーネントのプラスチックと融和性がある。これは、従来技術にお
いて、両面誘導加熱シール（ＩＨＳ）として記述されている。
【００３５】
　ホイルの環８は、基部２６の中に嵌まるようなサイズにされた円形の縁５８を有してお
り、国際公開０３／０６２０６１号　Ａ（ＳＰＲＥＣＫＥＬＳＥＮ　ＭＣＧＥＯＵＧＨ　
ＬＴＤ、２００３年７月３１日）に記述されているように、容器の側面にホイルを溶着す
ることが所望される場合には、基部１４のスカート２０の内側を部分的に下って延びるこ
とも可能である。開口部６０は、基部プレート２６の円形開口部３０の位置と対応する位
置においてホイルの円形ディスクを打ち抜かれる。
【００３６】
　（組み立て）
　上に記述されたように、成形された外側シェル４とノズルとからクロージャを組み立て
るために、ホイルの環８は、ホイルのシートから打ち抜かれ、逆さにされた外側シェル４
の基部１４の中に落とされる。次に、バルブ４２が、飲用オリフィス５２と係合して把持
するまで、ノズル６が、外側シェル４の基部１４の基部プレート２６における開口部３０
を通って挿入されるか、または落とされる。次に、ホイルの環８が、フランジ５０と基部
プレート２６との間で捕らえられ、環の外側部分が、フランジ５０の外側縁とスカート２
０の壁との間で露出される。次に、クロージャが、誘導加熱を受け、基部プレート２６に
対してホイル８を密閉し、フランジ５０が基部プレート２６に重なる外側シェルとノズル
とを溶着する。フランジ５０は、薄く、犠牲となり、ホイルの縁６０の上で融解するよう
に設計され得るか、またはより厚い場合には、容器の首が、ホイル８に溶着されるように
、ホイル８と接触して配置されることを可能にするために、スカート２０の手前で充分に
短く終端しなければならない。この設計は、第２の実施形態のように、ホイルの内側縁６
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０の上に犠牲の壁を曲げる必要性を排除する。
【００３７】
　次に、組み立てられたクロージャは、別個の誘導加熱動作によってボトルの首に溶着さ
れ得る。
【００３８】
　基部２４にノズル６を密閉するホイル８の環の使用が、記述されてきたが、ノズルが基
部にパチント嵌まるように、コンポーネントは設計され得るということが理解される。そ
して、ホイル８は、ボトルまたは他の容器に基部を密閉するためにのみ必要とされる。
【００３９】
　クロージャ２は、組み立てられると、完全に密閉され、瓶詰め工場に供給され、容器へ
の組み立ての前に、殺菌が行なわれ得る。クロージャが、好適には、第２の溶着動作によ
って容器に対して密閉されるので、ホイル８の存在は、容器が通常のねじを切られた首の
構造を必要としないということを意味するということが理解され得る。しかしながら、こ
のクロージャは、適切に設計されたスカート２０により、改変されていない容器に嵌めら
れ得る。図８を参照されたい。
【００４０】
　容器が、加圧された流体を意図している場合、ＰＥＴボトルの壁に溶着するために、ス
カート２０の上にホイルを提供することが必要となり得る。炭酸を含まない水を意図して
いるＰＥＴボトルに対しては、容器のへりにおけるビード２４に対する溶着によって提供
される溶着強度は、充分であり得る。
【００４１】
　（第２の実施形態）
　クロージャの第２の実施形態が、図５および図６に示されている（同様な参照番号は、
同様な部分に対して使用されている）。この設計は、第１の実施形態と同じであるが、ノ
ズル６の基部における結合部分５０と、外側シェル４の基部と、組み立ての方法とが異な
る。
【００４２】
　この実施形態において、オーバーキャップ１６は、タンパーバンド１８によって基部１
４に接続されている。基部１４はスカート２０を有しており、該スカート２０は、容器１
０のへりにおいて外側に突出するビード２４の上にパチンと嵌まるように適合されたリッ
プ２２において終端する。
【００４３】
　スカート２０は、環状の基部プレート２６から垂下しており、該環状の基部プレート２
６は、首１０の開口部の外側部分を覆う。この実施形態において、プレート２６は、内側
リセス２８を画定するように段を付けられている。均一の幅の環状の基部プレートが、図
５に例示されているが、ノズル６を受け取る、基部プレートにおける円形の開口部３０は
、消費者がより容易に届くように、片側にずらされ得るということが理解される。
【００４４】
　ヒンジ構造３２は、オーバーキャップ１６に基部１４を永久的に接続する。ヒンジ３２
は、タンパーバンド１８の下から延び、かつ、オーバーキャップ１６の側壁と合流するス
トリップである。ヒンジの長さは、ノズル６を妨害することなく、オーバーキャップの容
易な開閉を可能にするように設計される。ヒンジ３２から離れるようにノズルをずらされ
ることはまた、必要とされるヒンジの長さを減少させる。
【００４５】
　タンパーバンド１８は、各縁３４および縁３６において、オーバーキャップ１６の下側
の縁と基部プレート２６とにそれぞれ接続されている。この接続は、縁３４の少なくとも
一部分と下側縁３６の少なくとも一部分とに沿った壊れやすい領域によって提供される。
タブ３８は、ユーザがバンド１８を把持し、壊れやすい領域に沿った引き裂きを開始する
ことを可能にするように、タンパーバンドから突出する。タブ３８とタンパーバンド１８
の解放された部分とは、縁３６における壊れやすい領域の大きさを制限することによって
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、基部によって保持される。このタイプの保持されたタンパーバンドは、上記のＨＩＧＨ
ＬＡＮＤ　ＳＰＲＩＮＧ（登録商標）７５０ｍｌのＰＥＴスポーツキャップボトルにおい
て利用されている。しかしながら、その場合、基部とオーバーキャップとは、本明細書に
おいて教示されたような一体の外側シェル４としてではなく、別個の部分品として成形さ
れる。基部１４とオーバーキャップ１６とを備えているシェル４が、タンパー要素１８と
共に一体として成形されるときには、漏れの可能性がないように、全ての部分品が既にプ
ラスチックの膜によって接続されているので、成形品の精度は非常に減少される。部分品
が、この従来技術によって必要とされるように漏れのないように嵌められなければならな
い場合、部分品は、かなり際立った精度で成形されなければならない。
【００４６】
　ピーク４０が、再密封を容易にするようにオーバーキャップ１６に提供される。
【００４７】
　ノズル６は、先の実施形態において記述されているようなものであるが、結合部分５０
が、突出している環状フランジ５４である点で異なっており、該突出している環状フラン
ジ５４は、フランジ５４の下に短い犠牲の壁５６を残すように、下側の縁のすぐ上のノズ
ル６の外壁から延びている。フランジ５４は、基部プレート２６におけるリセス２８に着
座し、ノズルの外壁は、開口部３０の中にぴったりと嵌まる。
【００４８】
　ホイルの環８は、先のようにクロージャ２を完成させる。ノズルがずらされる場合には
、ホイルの環は、その周囲において均一な幅ではないということが理解される。
【００４９】
　（第２の実施形態の組み立て）
　上で記述されたように、成形された外側シェル４とノズルとからクロージャを組み立て
るために、バルブ４２が、飲用オリフィスと係合して把持するまで、ノズル６は、外側シ
ェル４の基部１４の基部プレート２６における開口部３０を通って下から挿入される。ホ
イルの環８は、ホイルシートから打ち抜かれ、犠牲の壁５６とスカート２０との間に画定
されるリセスの中に落とされ、それによりフランジ５４の縁と外側シェルとの間の間隙を
覆う。そうしなければ、該外側シェルは、殺菌することが困難である。次に、ホイル８は
、クロージャに溶着される。リセス内にホイルを配置するツールがまた、ホイル開口部の
縁６０を覆って犠牲の壁５６を折り重ねる。そうしなければホイル開口部の縁６０は、ア
ルミニウムが露出される。ホイルが加熱されたときに、犠牲の壁５６のプラスチックが、
露出されたアルミニウムの縁の上に融解することにより、国際公開２００５／０９２７２
８　Ａ（ＳＰＲＥＣＫＥＬＳＥＮ　ＭＣＧＥＯＵＧＨ　ＬＴＤ、２００５年１０月６日）
に記述されているように、露出されたアルミニウムの縁を埋め込む。
【００５０】
　第１の実施形態と関連して、クロージャは、ホイル８の露出された部分を利用する別個
の誘導加熱密閉動作によって、容器に対して密閉を行われ得る。
【００５１】
　（第３の実施形態）
　クロージャの第３の実施形態が図７に示されている（同様な参照番号は、同様な部分に
対して使用される）。この設計は、第１の実施形態と同様であるが、ノズル６が基部１４
の中で中心に置かれておらず、ずらされており、新たな密閉バルブ構造が、結合部分５０
に示されているという点で異なる。代替のノズル外形が示されており、オーバーキャップ
は、ノズル６の外面と係合するようにバルブの密閉材４２と同心の第２の外側のバルブの
密閉材８２を有する。この実施形態は、第１の実施形態と同様に組み立てられる。
【００５２】
　結合部分５０は、垂下するバルブの壁８０において終端し、該垂下するバルブの壁８０
は、容器１２の開いた首１０の中に押し嵌まるように設計されている。これは、クロージ
ャが、炭酸飲料のような加圧された内容物を含む容器に使用されるときに、特に有利であ
る。この状況において、圧力は、バルブの壁８０を首に対して押しやり、適切な位置にク
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【００５３】
　外側シェル４が一体に成形されることを可能にするために、基部１４における開口部３
０は、カバー１６の内径よりも小さい直径を有し得ない。この単純な一体の成形が先行さ
せられる場合には、外側シェルは、上の段落００１３において記述されたＥＶＩＡＮ（登
録商標）ＡＣＴＩＯＮのクロージャと同じ方法で成形され得るということが理解される。
【００５４】
　（第４の実施形態）
　図８のクロージャは、２８ｍｍ、３０ｍｍ、３３ｍｍ、３５ｍｍ、３８ｍｍおよび４３
ｍｍまたは４５ｍｍのような一般的なサイズの任意のものにおける標準規格の予備成形Ｐ
ＣＯの首の仕上げにおいて従来の方法で嵌めるように設計されているという点においての
み、第１の実施形態と異なる。スカート２０は、標準規格の首における外部のねじ筋と協
働する内部のねじ筋７０を提供されている。スカート２０の下側縁は、壊れやすいブリッ
ジ７４によっていたずら防止ストリップ７２に接続され得る。クロージャのこの実施形態
は、既存のボトルの改変を全く必要とすることなく、使用され得る。
【００５５】
　（変化形）
　別個のヒンジ３２が記述されてきたが、オーバーキャップと基部との間の永久的な接続
としてタンパーバンド１８の一部分を維持することによって、ヒンジを作成することが可
能である。
【００５６】
　タンパー要素１８はまた、省かれ得、オーバーキャップ１６の下側縁が、壊れやすい領
域によって基部に接合され得る。次に、ピーク４０は、ユーザがピーク４０を使用して、
オーバーキャップ１６の引き剥がしを開始し、ヒンジ手段として働くように基部に接続さ
れたオーバーキャップの縁の一部分だけを残すことを可能にするように、充分に強固であ
ることを必要とする。
【００５７】
　クロージャが、一体の気体バリアを有するボトルに使用される場合には、バルブ４２の
範囲内にホイルの密閉材を含むことが望ましいことがあり得る。これは、ＧＢ　２４１２
３６８　Ａ（ＳＰＲＥＣＫＥＬＳＥＮ　ＭＣＧＥＯＵＧＨ　ＬＴＤ、２００５年９月２８
日．２００５）に記述された手法によって達成され得る。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】図１は、クロージャの第１の実施形態のコンポーネントの分解図を示す。
【図２】図２は、図１のクロージャの平面図を示す。
【図３】図３は、図２における切断線Ａ－Ａにおける垂直断面図である。
【図４】図４は、クロージャが開かれた後のクロージャの斜視図である。
【図５】図５は、本発明の第２の実施形態に従った組み立てられたクロージャを通った垂
直断面図である。
【図６】図６は、図５のクロージャのコンポーネントの分解図を示す。
【図７】図７は、本発明の第３の実施形態に従った組み立てられたクロージャを通った垂
直断面図を示す。
【図８】図８は、クロージャの第４の実施形態の、図３と同様な垂直断面図を示す。
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